
 

居 宅 介 護 支 援 重 要 事 項 説 明 書 

＜令和 ６ 年 １１ 月 １ 日現在＞ 

くわの実居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援事業者） 

 

１ 担当介護支援専門員 

氏 名  奥山 修          

連絡先  くわの実居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援事業者） 

       TEL ０４８－５６３－３１０５  FAX ０４８－５６３－０５９５ 

          ＊御不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

２ くわの実居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援事業者）の概要 

 （１）居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域 

    ＜事業所名＞      くわの実居宅介護支援事業所 

    ＜所在地＞       羽生市大字下新郷 660番地 

    ＜介護保険指定番号＞  埼玉県 1173900190号   

    ＜サービスを提供する地域＞ 羽生市、行田市、加須市 

              ＊上記地域以外の方でも御希望の方は御相談ください。 

 （２）当事業所の職員体制 

    管理者兼介護支援専門員 （資格：介護支援専門員・介護福祉士）    常勤  １名 

                                  

 （３）営業日及び営業時間 

    月～金曜日    AM９：００～PM６：００ （但し、１２/２９～１/３を除く） 

    ※ 上記以外の日・時間帯でも対応いたします。 

      TEL ０４８－５６３－５０８８ 

 

３ 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

 〔支援の申し込み〕 

     ↓ 

 〔状態の把握〕    御本人及びその御家族と面接（訪問）し要介護度の確認と問題点       

     ↓       ・解決すべき課題を分析します。      

 〔計画の原案の作成〕 居宅サービス事業所の情報を提供し、御本人がサービスを選びます。          

     ↓             

  サービス担当者と  介護支援専門員を中心にサービスの担当者や利用者及び家族も参加 

     連絡・調整  し、意見交換等を行います。 

     ↓ 

  居宅介護サービス  居宅サービスの目標と達成時期、サービスの種類・内容・利用料など。 

      計画作成  （この計画は、サービスを受ける利用者の希望や心身の状態を考慮 

     ↓       して作られます。）      

 〔利用者の同意〕    計画の内容を説明し、計画が利用者の希望に沿っているか確認します。 

     ↓              

〔サービス提供開始〕 訪問等によりサービス状況を確認します。 

 



４ 利用料金 

 （１）利用料 

    要介護認定を受けられた方は、介護保険制度により全額給付されるので自己負担はあり 

ません。 

   ＊保険料滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に     

応じて下記の金額をいただき、当事業者からサービス提供証明書を発行いたします。     

このサービス提供証明書を市役所の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることが     

できます。 

 

地域区分６級地＝１単位 10.42円 

   〇居宅介護支援費（Ⅰ）取扱件数４０件未満 

〈要介護１・２〉     1,086単位  〈要介護３・４・５〉 1,411単位 

   〇居宅介護支援費（Ⅱ）取扱件数４０件以上６０件未満 

〈要介護１・２〉     544単位  〈要介護３・４・５〉  704単位 

〇居宅介護支援費（Ⅲ）取扱件数６０件以上 

〈要介護１・２〉     326単位  〈要介護３・４・５〉  422単位 

   

＜加算＞対象の方のみ算定 

   〇初回加算 300単位／月 

     新規に居宅サービス計画を作成する場合並びに要介護状態区分が２区分以上変更された場

合に居宅サービス計画を作成する場合  

 〇入院時情報連携加算 (Ⅰ) 200単位／月  (Ⅱ) 100単位／月 

   利用者が病院又は診療所に入院してから、入院当日中又は入院後 3日以内に、利用者に関す

る必要な情報を提供した場合 

   〇退院・退所加算   (Ⅰ)イ 450単位／回 (Ⅰ)ロ 600単位／回 

(Ⅱ)イ 600単位／回 (Ⅱ)ロ 750単位／回 (Ⅲ) 900単位／回 

     退院又は退所に当たって病院等の職員から利用者に関する必要な情報を受けて、居宅サービ

ス計画を作成し居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合  

   〇緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位／回 

     病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問しカン

ファレンスを行い必要に応じて居宅サービス等の調整を行った場合 

   〇ターミナルケアマネジメント加算 400単位／月 

     末期の悪性腫瘍の利用者に対し、利用者又はその家族の同意を得て、利用者の居宅を訪問し

利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス

提供事業者に提供した場合 

   〇通院時情報連携加算 50単位／月 

     利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要

な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で居宅サービス計画

に記録した場合 

                                                       

 

 

 



（２）交通費 

    前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

    ただし、通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費を

徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。 

     ① 通常の事業の実施地域を越えてから、片道５キロ未満   ３００円 

     ② 通常の事業の実施地域を越えてから、片道５キロ以上   ５００円 

 

（３）解約料 

    お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 

 

５ 当事業所の居宅介護支援の特徴等 

 （１）運営の方針 

    ・事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立っ

たサービスの提供に努めるものとする。 

    ・事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立   

した日常生活を営むことができるよう援助を行う。 

・事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域包括支援セン

ター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提

供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（２）サービス利用のために     

事  項 有無 備  考 

介護支援専門員の変更 ○ 変更を御希望される方はお申し出下さい 

調査（課題分析）の方法 ― ＭＤＳ－ＨＣ方式による 

介護支援専門員への研修の実施 ○ 年１回以上を実施しています 

 

６ サービス提供にあたっての留意事項 

 （１）利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること    

や、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求

めることが出来ます。必要があれば遠慮なく申し出てください。 

    当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用

状況は別紙のとおりです。 

 （２）居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただ

きます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

 （３）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が

行われるよう必要な援助を行います。また要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受

けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うも

のとします。 

 （４）病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等す

る為、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護

支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。 

 

 



 

７ 事故発生時の対応方法 

  居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を

行います。 

  なお、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

８ 苦情・ハラスメント処理 

    サービスの提供に係る利用者又はそのご家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応

するために必要な措置を講じます。 

    提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該

市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。 

    提供したサービスに関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行います。 

    提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助

を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めます。 

 

９ 非常災害対策 

  ・防災設備    火災通報装置、スプリンクラー、消火栓、消火器の設置   

  ・防災訓練    夜間想定を含めた避難訓練の実施、消火訓練 等 

  ・防火責任者   施設長  櫻井 義彦 

 

１０ 虐待防止に関する事項 

   虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職

員に周知徹底を図ります。 

② 虐待防止のための指針を整備します。 

③ 職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

サービス提供中に、職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受

けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。  

 

１１ 業務継続計画の策定等 

   感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措

置を講じます。 

   職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する

よう努めます。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

 



 

１２ 身体拘束等の禁止 

   サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急をやむ

を得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。やむを得ず身体

拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急をやむを得な

い理由その他必要な事項を記録します。職員に対する身体拘束等の適正化を図るため委員会を設置

し、研修を定期的に実施します。 

 

１３ その他運営についての留意事項 

   職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス・ハラスメント（利用者・ご家

族含む）体制を整えるほか、職員が利用者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。また適

切なサービスの提供を確保する観点から、職場において性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動を防止するための方針の明確化等の措置を

講じます。 

 

１４ 相談・要望・苦情等の窓口 

  居宅介護支援に関する相談、要望、苦情等はサービス提供責任者か下記窓口までお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所以外に、県・市町村の相談窓口等に相談することが出来ます。 

 

 ☆羽生市 高齢介護課☆ 

                    電話 ０４８－５６１－１１２１ 

 ☆行田市 高齢者福祉課☆ 

                    電話 ０４８－５５６－１１１１ 

 ☆加須市 高齢介護課☆ 

                    電話 ０４８０－６２－１１１１ 

 ☆埼玉県国民健康保険団体連合会 介護福祉課☆ 

                    電話 ０４８－８２４－２５６８（苦情相談専用） 

 ☆第三者委員☆ 

    評議員  永澤  初江     電話 ０４８－５６５－２６７３ 

    評議員  小林  靜子     電話 ０４８－５６５－１０４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆サービス相談窓口☆ 

くわの実居宅介護支援事業所  担当者  奥山 修 

  ＴＥＬ ０４８－５６３－３１０５ 

受付時間  月～金曜日  AM９：００～PM６：００ 

※ 上記以外の日・時間帯でも対応いたします。 

（ＴＥＬ ０４８－５６３－５０８８） 



 

１５ 当事業者の概要 

   名称・法人種別      社会福祉法人 羽生福祉会 

   代表者氏名・役職     理事長   櫻 井  義 彦 

   本事業者所在地      羽生市大字下新郷６６０番地 

   本事業者電話番号     ０４８－５６３―５０８８ 

   営業所数等        居宅介護支援      １ヵ所 

                通所介護        １ヵ所 

                訪問介護        １ヵ所 

                短期入所生活介護    １ヵ所 

                介護老人福祉施設    １ヵ所 

                ケアハウス       １ヵ所 

児童養護施設      １ヵ所 

ファミリーホーム    １ヵ所 

乳児院         １ヵ所 

 

 


